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令和２年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その２ 

令和２年６月15日（月） 

                                          

（午前９時30分 開議） 

○議長（土井裕美子君）皆さん、おはようご

ざいます。 

 ただ今の出席議員数は18人で全員でありま

す。 

                     

○議長（土井裕美子君）これより本日の会議

を開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（土井裕美子君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において11番 阪本さん、

18番 中本さんの２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 議案第５号 橋本市上下水道事

業審議会条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第２ 議案第５号

橋本市上下水道事業審議会条例について を

議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第５号については、会議規則第37

条第３項の規定により、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第５号 橋本市上下水道事業

審議会条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第３ 議案第６号 橋本市手数料条例

の一部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第３ 議案第６号

橋本市手数料条例の一部を改正する条例につ

いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第６号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第６号 橋本市手数料条例の

一部を改正する条例について を採決いたし

ます。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第４ 議案第７号 橋本市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例

について 

○議長（土井裕美子君）日程第４ 議案第７号

橋本市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第７号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第７号 橋本市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について を採

決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第５ 議案第８号 橋本市介護保険条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第５ 議案第８号

橋本市介護保険条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第８号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第８号 橋本市介護保険条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 
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 日程第６ 議案第９号 橋本市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第６ 議案第９号

橋本市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第９号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 橋本市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第７ 議案第10号 橋本市生涯学習推

進計画策定委員会条例の一部を

改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第７ 議案第10号

橋本市生涯学習推進計画策定委員会条例の一

部を改正する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第10号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第10号 橋本市生涯学習推進

計画策定委員会条例の一部を改正する条例に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第８ 議案第11号 橋本市病院事業管

理者の給料その他の給与条例の

一部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第７ 議案第11号

橋本市病院事業管理者の給料その他の給与条
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例の一部を改正する条例について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）説明では、病院事業の

赤字経営の責任の所在を明確にするために病

院事業管理者の給料を100分の10減ずるとい

うことで、赤字経営の責任の所在を明確にす

るためというところに引っかかるんですけれ

ども、そのための減額ということでいえば、

要するに、これは処分ということになるんで

しょうか。むしろ、なぜ赤字になったのか。

また、その赤字になった理由の中に事業管理

者の責任があるのか。また、どういうふうに

すれば解決をするのかということとかをはっ

きりさせないと、赤字になったからだけで減

額ばかりしていたら、それこそなり手がなく

なるんではないかなというふうに思うんです

けども、いかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしの件につきまして、まず責任の所在に

つきましては、現在、橋本市民病院におきま

しては、病院改革プランのほうを策定してお

ります。これは、平成28年度に策定されたも

のでございます。その中におきまして、改革

の責任を明確にするということで管理者、そ

れと院長、病院事務局長がその責任を負うと

いうふうな形で明記のほうをさせていただい

ております。 

 今回、令和元年度の決算におきまして、約

２億6,700万円の赤字となっております。この

主な内訳といたしましては、ほとんどが退職

金になるんですけども、元年度におきまして

は退職勧奨のほうが最後の年度ということで、

約11名の退職勧奨がございました。この方々

に対する退職金が１億 8,900万円、約１億

9,000万円ございました。それを差し引きまし

て、約7,700万円がまださらに赤字というふう

な形になっております。これにつきましては

昨年度、乳腺呼吸器外科の引き揚げがござい

ました。そういったところの大きな影響がご

ざいましたので、収益減というふうになって

おります。そういったところで今回、管理者、

それと部長級以上の役職の職員ということで、

病院長、院長代理、副院長、それと事務局長

と看護部長が、今回の管理者の給与の10％カ

ット以外に管理職手当のカットも行わせてい

ただいております。 

 それと、今後の改善、赤字になったらこの

まままた同じようにカットしていくかという

ところのご指摘なんですけども、今後につき

ましては、今年度が改革プラン最後の年度と

いうことで、新型コロナウイルスの影響で今

年度もかなり大きな赤字というふうな形で見

込まれておりますが、これは予想外の部分と

いうことで、今後どうしていくかということ

についてはまた病院内部におきまして協議の

ほうを進めていくということにはなるんです

けども、来年度以降につきましてはまた新た

に改革プランのほうを策定いたしまして、病

院の立て直しのほうに取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）今お聞きしましたら、

要するに、管理者だけじゃなくて部長級以上

の方が全ていろいろ減給にするということな

んですけれども、そしたら退職金11名、勧奨

をしなければよかったのかということである

とか、乳腺呼吸器外科の医師が撤退したとい

う、これは病院の中での何らかに理由、要す

るに悪いところがあって退職がされたのかと

いうか、いろいろな理由があるんだろうけれ

ども、その中に病院の管理者とかの責任があ

ったのかというその辺はいかがなんでしょう
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か。退職されたことによって減収にはなって

いるけれども、その退職の原因がどこにある

のかということとか、そういうことも含めて

はっきりさせていかないと、何でもかんでも

赤字になったらということになりはしないか

なと思うんですけども。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず勧奨の

部分でございますが、退職理由につきまして

はいろいろございます。実際に、退職勧奨で

退職された中におきましても、非常勤という

形で病院のほうで勤務していただいている方

もございます。そういった形で、今回の勧奨

に関しまして５月に勧奨を募ったわけなんで

すけども、当初どの程度出てくるのかという

ところも不明だった部分があるんですけども、

ただ、毎年毎年人事院勧告等で定期昇給もご

ざいまして、そういったところで人件費のほ

うが年々増加していっているというふうなと

ころで、病院の病院収益におきます給与費比

率のほうが年々増加していっているというふ

うなところもございまして、やはり病院とし

ては本来看護師を確保していきたいという思

いの中で、退職勧奨というのは相反するもの

であるんではないかということで、今回、令

和元年度をもちまして、退職勧奨を最後の年

ということで職員のほうに伝えさせていただ

いたところでございます。 

 あとそれと引き揚げに関してですけども、

医師に関しましては、当院のほうに勤務して

いただいている大半の医師が和歌山県立医科

大学からの派遣による勤務というふうになっ

ております。そういったところで、そこに病

院の経営責任の所在がどれだけあるのかとい

うところについてはなかなか難しいところで

はあるんですけども、それも含めた中でどう

いうふうに経営をしていくのかというところ

が、やはり病院幹部として責任を問われると

ころなのかなというふうには考えております。 

 そしたら、どれだけ赤字を出せばそういっ

た責任の所在ということでカットにするのか

というところについては不明確な部分ではあ

るんですけども、今回、退職金も含めて約２

億6,700万円という大きな赤字になったとい

うところで、まずそういったところで経営責

任ということで、今回カットのほうをさせて

いただいたということでございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 10番 高本さん。 

○10番（髙本勝次君）今、事務局長から説明

をいただいたんですけども、病院経営上のミ

スを起こしたとかそういう問題があったわけ

ではなくて、不可抗力的にその退職金の制度

になったことがそこまで病院事業管理者が責

任を取るというのはどうもやり過ぎちゃうか

なと思うんですけど、どうなんですかね。ど

う考えてもそこまで責任を持たされたら、職

員の仕事ができなくなってしまうというんで

すか、私はそう感じるんですが、いかがです

か。 

○議長（土井裕美子君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（嶋田浩介君）先ほどのご

質問の乳腺呼吸器外科に関しましては、これ

は正直言いまして病院に落ち度があるとは思

っておりませんので、これは大学側の人事の

問題、担当の准教授が退職されたことによる

一連の人員不足が発生して、うちへの勤務体

制の維持が難しくなったというふうに判断し

ております。 

 なので、管理者の罰則としてそういう10％

カットという意味ではなくて、今、病院職員

には地域手当の３％カットを一律ずっとここ

のところ行っておりまして、やはりそれに対

する、いつまでそれを行うのかという不満の

声も上がっていると。それに来て、一昨年と
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違って昨年度は大きな赤字を出したというこ

とで、まだしばらく一般職員の３％カットも

持続する必要があり、ここは罰則というより

はその痛みを幹部のほうが強く感じています

というような、そういう心構えを示すといい

ますか、私としてはそういう要素が大きいと

感じているんですけど、今回の10％カットに

ついては。罰則があり自分で自分を制してい

るという意味ではなくて、一般職員をある意

味鼓舞するような。これからやっぱり収入の

アップがなかなか図れない以上、質の削減を

一般職員にお願いしなきゃいけない立場であ

るので、幹部が最も厳しい状況でそれを受け

入れるといいますか、ちょっと言葉が足りな

いのかもわかりませんが。そういう意味合い

が多いと私は考えております。お答えになっ

ているかどうかちょっと分かりません。 

○議長（土井裕美子君）10番 高本さん。 

○10番（髙本勝次君）今、答弁をいただいた

んですけど、現在既にカットされていること

も考えてみますと、やっぱり病院のトップが

こういう形になったら、本当にいつまでその

カットが続くかなんかいう声を上げられなく

なる。いろいろ苦労して努力してはると思う

んです、職員自身ね。だから、その辺でもの

すごく影響が大きいと思うんですけども、私

はそれを一番心配するんですけど、いかがで

しょう。 

○議長（土井裕美子君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（嶋田浩介君）これは赤字

が続けば、どんどん10が15、25、30というふ

うに減らしていきますと、はっきりいって本

当になり手がないと思いますので、これをど

んどん減らすという意味では決してありませ

んし、一般職員のほうにこのカットの流れを

どんどん広げていくという意味でも決してご

ざいませんので。ご心配をされているのはそ

ういうふうな体制で、一般職員のほうが自分

たちのほうにもそういう給与カットの波が押

し寄せてくるんじゃないかというふうに心配

されてということでしょうか。それは起こら

ないようにはしたいと思っていますし、その

給与カットの波が一般職員に影響を及ぼすわ

けではないというふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）同じような質問なんで

かぶらないようにさせていただくんですけど、

まず事務局長にお伺いするんですけども、金

額ですね、管理職、院長、管理者、事務局長

等々の責任の金額という意味合いになるのか

分からないですけど、まずカットすることで

どれだけ金額を計上しているのかということ

が一点。 

 二つ目に、28年からの計画というのも分か

るんですけど、なぜこの議会なんかというこ

と、これが二つ目。 

 三つ目に、私個人の見解になるんですけど

も一議員としましては、やはり病院の不祥事

とかがあって責任というのは理解できるんで

すけども、社会情勢とかなかなかなり手がな

いとか、医師の確保、苦労しとるのは分かる

んで、市長も言われとったようにコロナでい

っぺんに赤字になったわけじゃなくて、全体

的な数字の流れというんかな、それで赤字と

いうのは病院だけじゃなくて我々議員も当局

側も、病院というのはやっぱり分かっとった

はずやと思うんです。今後の設備投資とかも

あると思うんですけど、三つ目に聞きたいの

は、局長ではなくて当局側なんですけど、病

院のこのけじめの取り方に対して当局はどう

いうふうに考えているのか、これ三つ目。 

 この三点をまずお伺いします。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず、金額

についてのおただしですが、管理者につきま



－88－ 

しては給料10％カットということで、これま

で５％のカットでございました。金額にいた

しまして、10％で約124万円のカットとなりま

す。そのほかの管理職手当の分につきまして

は、現在、院長のほうが不在で７月赴任予定

というふうになっておりますので、院長代理、

副院長２名、看護部長、事務局長、計５名の

管理職手当の10％カットで約78万2,000円の

金額になります。 

 それと、今回の本議会での上程というふう

になったタイミングなんですけども、本来で

あれば４月１日からというふうにさせていた

だきたかったところなんですけども、新型コ

ロナウイルスの影響等で病院のほうが対応に

追われていたということで、少し上程のほう

が遅れたということで、本議会での上程とい

うふうな形になっております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

 今回の件、実は私も給料カットを知らなか

ったんで驚いたんですけども、確かに総務省

の病院改革プランというのが最終年に当たる

ということで、来年に向けてまた新しい計画

を立てていくということにもなってきます。

その中で、病院が独自の判断をしていただけ

たのかなというふうには非常に申し訳なく思

っていますし、まだ市のほうも職員の給料カ

ットを続けておりますので、市の職員の皆さ

んにも私は大変申し訳ない思いを５年間して

きていますので、早く戻してあげたいなとい

うふうには思っています。 

 これからについてですけども、私もこれ以

上はやることはないかなというふうに思って

おりまして、やっぱり病院経営の中で人材の

確保というのが一番大事なことかなというふ

うにも思っておりまして、７番議員の一般質

問でもお答えしましたように、起債を借りて、

このままいけばキャッシュフローが回らなく

なる確率が非常に高くなっていますので、ま

た、あと３年後には水道からお借りしている

お金も完全に水道から出さないということに

なったときのことも含めて考えて、借金を借

金で賄うようになるかもしれませんけども、

そういうやり方をしなくてはならないのかな

というふうにも思っています。 

 ただ、今後につきましても本当に給料カッ

トというのはできるだけ控えていきたいと思

いますし、病院職員のこれからまだコロナの

第２波も来るかもわかりませんので、その中

で私としても手当もしっかりとつけられるよ

うにしていきたいと思います。その中で一番

いい方法を管理者、事務局長とも相談をしな

がら、一定の結論を出していきたいというふ

うにしていこうと思っておりますので、決し

てこれ以上のカットは私もやるべきではない

し、やはり人材に来ていただく。 

 ７番議員にも言いましたけど、地域医療構

想を動かしてやはり病院の機能分化をして、

そこに医者が来てもらえるような、そういう

のを今度８月の市長会でも知事に申し上げる

んですけども、そういうふうに早く地域医療

をより充実させるために地域医療構想を進め

てくださいというお話をしようと思っており

ますので、そうしない限り自治体病院の未来

がないというふうに思っておりますので、し

っかりと取り組んでいきたいと思っています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）市長、ありがとうござ

います。僕も市長と同じ思いはあるので、病

院側に申し上げたいのはやっぱりこういうこ

とは、今、市長がぽろっとぎりぎりまで知ら

なかったと。やっぱりこういうのは行政と二

人三脚というふうなよくそういうふうな話を
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するんであれば、文教厚生委員長であったり

議長なり、関係する部署、当然市長部局でい

うたら中枢は総合政策部長になるのか分から

ないですけど、福祉部長なんかそれは分から

ないですけど、こういうことをするときは、

僕は肯定できないですけど、やはりこういう

のはもうちょっと話をして、上げること自体

にブレーキをかけれとは言わないです、そち

らの意思は別に尊重はできないですけど否定

はできない部分もあって、やはり話合いとい

うのがあってしかりなんかなと。ほんで、議

場にぽんと上げられても、僕は賛成できかね

るイメージを持っているんでこれ以上飛ぶこ

とはないですけど、今後のこういうふうな責

任、ペナルティーというのは、何かやらかし

たときではないんで、これは責任とは感じな

いと僕は思いますが、こういうのはきちっと

市長部局なりにちゃんと対話をもって話をし

ていかんとデリケートな部分であるし、やっ

ぱり給料カットをしていくと職員が来ない、

募集が来ない。面接して全員受からす、そん

なんじゃなくて半分ぐらい落ちるって、言葉

は悪いんですけどそれぐらいの市民病院にな

ってほしいと願います。答弁は結構です。 

○議長（土井裕美子君）それでは、病院事務

局長、訂正でお願いいたします。 

○病院事務局長（池之内正行君）先ほどの答

弁の中で誤りがありましたので、訂正させて

いただきます。病院長につきましては不在で

はなく、現在、管理者が兼務という形で業務

のほう担っていただいておりますので、訂正

させていただきます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 18番 中本さん。 

○18番（中本正人君）今のお話を聞いていま

して、私の言いたいこともほとんど同僚議員

から質問してもらったんですけども、私の申

し上げたいのは、この７月から来年３月まで

の９か月間で、部長以上の人の給料をカット

して、果たして幾らになるのか、先ほども聞

きましたけども。それよりも市民病院に来て

もらうためにはどうしたらいいのかというこ

とをまず、これを考えなきゃいけないという

ことでしょう。ですから、今、全国の病院で

も、特に自治体病院は以前から経営が苦しい。

これは分かり切ったこと。そこへ、今年はコ

ロナ問題等々で余計厳しくなったということ

も分かりますけども、そうかといって先ほど

から同僚議員が言ったように、この議案11号

を見たとき、管理者の給料をカットしたぐら

いで、管理者一人の問題でもないと僕は思っ

ていましたけど、ただ、事務局長の答弁の中

で、部長級以上はということになったけども、

それでもそれだけでどうなる問題でもないと

思いますよね。来年の３月までしたところで、

後はまた一緒だと思う。 

 それよりも、市民病院へ来てもらうために

はどうするのかということをまず考えなくて

はいけないと私は思います。そのためにはど

うしようという、事務局長、考えはあります

か。一つの案として、来てもらうためにどう

したらいいのかということを、何か案があれ

ば言ってもらえますか。なければいいですけ

ど。 

○議長（土井裕美子君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず改善策

といたしましては、この７月に新たに院長が

赴任されます。その後、管理者、院長、私の

ほうで、大学医局、教授のほうをご訪問させ

ていただきまして、さらに医師を確保しなが

ら、医療体制の充実というふうなことを今後

取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。そういったことで、市民の方々により

安心のできる医療を提供できるような形で精

いっぱい頑張らせていただきたいと。具体的

な内容については乏しい部分がございますが、
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今後また新たな改革プランを策定する中で、

その辺のところをしっかりと院内で議論をさ

せていただいて、病院職員一同、今後の病院

の経営改善のほうに取り組んでいきたいと思

いますので、今後ともよろしくお願いいたし

たいと思います。 

○議長（土井裕美子君）18番 中本さん。 

○18番（中本正人君）確かに事務局長が言わ

れたとおり、それも確かに大事だと思います。

私の一つの個人的な考えですけども、まず病

院職員の皆さんの家族、兄弟、ご親戚等とい

うのが、今以上に市民病院に来てもらえるよ

うに努力する必要もあるんじゃないのかなと

思うし、もちろん行政の役所の職員の皆さん

も、今以上に市民病院に来てもらうというこ

とに対して、もっと真剣にならなければいけ

ないということだと僕は思うんです。ですか

ら、来年、先ほど言いましたように、経営改

革で給与をカットしたところで、また以降は

一緒だと思うんです。 

 特に先ほども言いましたように、自治体病

院は本当に経営は苦しい。これも僕も重々分

かっています。その中で、病院職員の皆さん

が必死に頑張ってくれているということも分

かります。けども、やはり経営あっての病院

でしょう。そのためにはどうしたらいいのか

ということは今私が言ったように、病院職員

の皆さん、また市職員の皆さん、もちろん我々

議員でも一緒ですけども、やはり家族が、兄

弟が、親戚が一人でも多く行ってもらうこと

によって、赤字経営が少しでも減少していく

んじゃないのかなというふうに思うんですけ

ども、その辺、市長、どうですやろ。ちょっ

とお答え願います。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）中本議員の質問にお答

えします。 

 実は、公営企業法上、私は管理者の任命権

と罷免権しかありませんので、経営にどれだ

け携わるかということは非常に難しい問題な

んですけども、今は現にかなりの部分で関わ

っていて、病院の経営が少しでもよくなるよ

うに、今までのコストカット等もお話もして

きています。やはりこれから病院の経営を安

定させていくというのも、これは大変大事な

問題でもありまして、これが市の財政に及ぼ

す影響というのも結構大きな問題もあります

ので、私たちも総合政策部長が中心になって

病院の対策も一緒に考えて今いっていますし、

やはり今何よりも大事なことは、医師を和医

大のほうから、あるいは他の大学のほうから

連れて来て、市民病院で働いてもらうという

ことも非常に大事なことです。今本当に厳し

いのは、医師の偏在というのが、診療科の偏

在というところで、例えばがん拠点病院であ

りながら乳腺呼吸器外科がないというのが現

状で、今、管理者、事務局長に大変苦労をか

けています。私自身としても、今、和医大の

いつも医者を送っている方との接触もして、

来年何とか乳腺呼吸器外科の医師を送ってく

れへんかなという話もさせてもらっています。 

 私どもとしても、全市的に病院経営につい

ては今後とも協力をしていきたいと思います

し、医師あるいは看護師の確保についても、

そして病院の働きやすい環境づくりについて

も努力をしてまいりますので、今のところの

赤字についてはご容赦をいただいて、これか

ら数年かけてより経営状況が改善するように

私どもとしても努力してまいりますので、議

員の皆さんにもご協力いただくことをお願い

します。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第11号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ６番 辻本さん。 

〔６番（辻本 勉君）登壇〕 

○６番（辻本 勉君）反対の立場から討論い

たします。 

 給料をカットしていただけるということで

ありますので、反対するというのはちょっと

は気は引けるんですけども、納得できない点

がたくさんありますので反対をしたいと。 

 理由については二、三点あるんですけども、

先ほどからの議員各位の質問を聞いていただ

いたら、反対理由というのはだいたい理解し

てもらえるんではないかなと思います。赤字

経営の責任、それだけではないということな

んですけども、赤字につきましては令和元年

度ということなんで、このときも現管理者は

病院長としてカットをしていただいておった

ということなんですけども、経営状況が悪化

するということ、そういうことと、何かあれ

ば賃金カットをするということについては、

私は基本的には好ましいことではないと思い

ますし、昨年度の赤字に対してのカットを

５％やっていただいとったんであれば、新し

い管理者になれば責任を感じた中で引き続い

てそのとおりにしていただければいいんかな

と。改めて条例改正をする必要はないんでは

ないかなと思います。 

 また、本年度、令和２年度につきましては、

新型コロナウイルスということで大変な状況

であります。経営状況も悪い。最終的にどれ

ぐらいの赤字になるか分かりませんけども、

頑張っていただいていますけども大変経営状

況が悪いということですが、そんな中で第２

波、第３波のことも考えますと、今でさえ医

療従事者の方については大きな負担を強いら

れとる。また、そんな中でより頑張っていた

だいておるわけでありますけども、特に管理

者につきましてはそういう状況の中でさらに

頑張っていただかなくてはならん状況の中で、

さらなる賃金カットというのは私はやるべき

ではないんかなと、このように思います。現

段階でのカットというのは、改めて５％を

10％にする必要はない。現状のままでやって

いただければ、それで十分ではないんかなと。 

 地域手当のカットとかをやっているんで、

職員に対しての管理者の思いというのは十分

理解はできますけども、それとこのカットの

話とは私は別ではないかなと思いますので、

今後、この１年間頑張っていただいて、そん

な中で病院のあり方を十分議論いただいた中

で、賃金についても再度考える時期が来るん

ではないかなと思いますので、現段階ではこ

の条例については反対としたいと思います。

現状でいいんではないかと思います。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）次に、賛成の立場で

討論する方はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ほかに討論する方あ

りませんか。 

 10番 髙本さん。 

〔10番（髙本勝次君）登壇〕 

○10番（髙本勝次君）では、私はこの議案11

号 橋本市病院事業管理者の給料その他の給

与条例の一部を改正する条例について、反対

の立場で討論させていただきます。 

 議案の説明書によりますと、ご存じのよう
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に、病院事業の赤字経営の責任の所在を明確

にすると明記されておりますが、平成31年３

月に改定された新橋本市民病院改革プランの

一般会計の負担のあり方の項目のところで次

のように書かれています。独立採算制を原則

として病院経営を行っていますが、歳出基準

に関する総務省通知の考え方に基づき、項目

ごとに地方財政計画単価または地方交付税単

価を用いて算定することを基本とし、市と協

議しながら繰入れを行っていますと書かれて

います。病院事業経営は一般会計の繰入れを

行うため、市と協議しながら予算を決めてい

るわけですから、赤字経営の責任の所在をい

うなら市当局にもありませんか。一方的に病

院事業管理者の責任ということで、来年３月

末まで給料額の１割カットをするのは説明が

つかないと思います。 

 全国自治体病院協議会の倫理綱領で、病院

の使命についてこのように書いています。自

治体病院は都市部から僻地に至る様々な地域

において、行政機関、医療機関、介護施設等

と連携し、地域に必要な医療を公平公正に提

供し、住民の生命と健康を守り、地域の健全

な発展に貢献することを使命とすると書かれ

ています。橋本市民病院は、まさにこの使命

で医療に従事していただいていると思います。 

 橋本市民病院は、医師、看護師等全ての職

員が一丸となって、場合によっては命がけで

今の新型コロナウイルスと闘っており、それ

を支えていくのが市当局であり、市議会であ

り、全ての市民ではないでしょうか。私は心

からこのことを訴えて、反対討論といたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（土井裕美子君）ほかに討論する方あ

りませんか。 

 15番 堀内さん。 

〔15番（堀内和久君）登壇〕 

○15番（堀内和久君）同じような内容で申し

訳ないんですけども、11号に対して反対の立

場で討論させていただきます。 

 強いて言うなれば、人間性というか、管理

者と病院事務局長の人としてのけじめという

か、そういう部分があるのかなという、すご

い人としてすばらしいお考えやということは

一定評価いたします。ただ、やはりここまで

大きな話になるというふうには思っていなか

ったのかなというふうにも感じます。一定の

けじめとして、給料カットで今後頑張るため

に活を入れていくというふうな条例改正の提

案やというふうに僕は受け取ったんですけど、

こういうのはなしにして今後頑張ってほしい

という意味を込めて反対の討論をさせていた

だきますが、まず厳しいことを言わせてもら

うと、矛盾するんですけども、病院としての

責任の取り方というのはこうではないという

ふうにまず感じます。あえては言わないです

けど。 

 二つ目に、市全体でやっぱり財政健全化５

カ年で市長を筆頭に給料カットとか、苦渋の

決断でやってきたということはやっぱりみん

なで考えていくべきやということで、赤字の

責任の点で考えるというのはおかしい。これ、

二つ目です。 

 三つ目にちょっとそれるとお叱りを受ける

かもわからんのですけども、こういう責任の

取られ方をしてしまうと、市全体で考えると、

例えばわけ分からんエアコンがついたり、Ｄ

ＭＯの売上げの行く末、こういうのも責任を

問うていかなあかんことに僕としてはなって

くると思うので、今後は新しい管理者と新し

い事務局長に人の和をもって医師を確保して、

職員が明るく楽しい職場づくりというのをま

ず一定つくり上げていただいて、この新しい

人事に対して僕は期待して、経営改善してほ

しいという願いを強く望んで、11号に反対さ

せていただきます。 



－93－ 

○議長（土井裕美子君）ほかに討論する方あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第11号 橋本市病院事業管理

者の給料その他の給与条例の一部を改正する

条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（起立者なし） 

○議長（土井裕美子君）起立なしであります。 

 よって、議案第11号は否決されました。 

 それでは、この際、10時30分まで休憩させ

ていただきます。 

（午前10時16分 休憩） 

      

 


